
医療法の一部を改正する法律について
（平成２７年改正）

（地域医療連携推進法人制度の創設・医療法人制度の見直し）

厚生労働省医政局医療経営支援課

資料 ３－１

医療法の一部を改正する法律の概要（平成27年法律第74号）

１．地域医療連携推進法人制度の創設（施行日：平成29年４月２日）

（１） 都道府県知事の認定
○ 地域において良質かつ適切な医療を効率的に提供するため、病院等に係る業務の連携を推進するための方針を定め、医療

連携推進業務を行う一般社団法人は、都道府県知事の認定を受けることができる。

※医療連携推進方針の記載事項については、一部省令事項

＜参加法人（社員）＞※地域医療連携推進法人の社員となれる者の範囲については、省令事項

・ 病院等の医療機関を開設する医療法人等の非営利法人（社会福祉法人、公益法人、学校法人、国立大学法人、独法、地方独法、自治体等）。

＊ 介護事業等の地域包括ケアシステムの構築に資する事業を行う非営利法人を加えることができる。
＜主な認定基準＞

・ 地域医療構想区域（原則二次医療圏）を考慮して病院等の業務の連携を推進する区域を定めていること。
・ 地域の関係者等を構成員とする評議会が、意見を述べることができるものと定めていること。
・ 参加法人の予算、事業計画等の重要事項について、地域医療連携推進法人の意見を求めるものと定めていること。
＊ 都道府県知事の認定は、地域医療構想との整合性に配慮するとともに、都道府県医療審議会の意見を聴いて行う。

（２） 実施する業務
○ 病院等相互間の機能の分担及び業務の連携の推進（介護事業等も含めた連携を加えることができる。）。
○ 医療従事者の研修、医薬品等の供給、資金貸付等の医療連携推進業務。
＊ 一定の要件により介護サービス等を行う事業者に対する出資を可能とする。

※医療連携推進業務を行う事業者に対する出資要件については、省令事項

（３） その他

○ 代表理事は都道府県知事の認可を要することとするとともに、剰余金の配当禁止、都道府県知事による監督等の規定につい
て医療法人に対する規制を準用。

○ 都道府県知事は、病院等の機能の分担・業務の連携に必要と認めるときは、地域医療構想の推進に必要である病院間の病
床の融通を許可することができる。

医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携を推進するため、地域医療連携推進法人の認定制度を創設するとともに、医療
法人について、貸借対照表等に係る公認会計士等による監査、公告等に係る規定及び分割に係る規定を整備する等の措置を
講ずること。

趣旨
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２．医療法人制度の見直し

（１） 医療法人の経営の透明性の確保及びガバナンスの強化に関する事項

○ 事業活動の規模その他の事情を勘案して定める基準に該当する医療法人（負債50億円以上又は収益70億円以上の
医療法人・負債20億円以上又は収益10億円以上の社会医療法人）は、厚生労働省令で定める医療法人会計基準に従
い、貸借対照表及び損益計算書を作成し、公認会計士等による監査、公告を実施。 （施行日：平成29年４月２日）

○ 医療法人は、その役員と特殊の関係がある事業者（医療法人の役員・近親者や、それらが支配する法人）との取引（当
該事業収益又は事業費用が1,000万円以上であり、かつ総事業収益又は総事業費の10％以上を占める取引等）の状況
に関する報告書を作成し、都道府県知事に届出。（施行日：平成29年４月２日）

○ 医療法人に対する、理事の忠実義務、任務懈怠時の損害賠償責任等を規定。理事会の設置、社員総会の決議による
役員の選任等に関する所要の規定を整備。 （施行日：平成28年９月１日）

（２） 医療法人の分割等に関する事項 （施行日：平成28年９月１日）

医療法人（社会医療法人、特定医療法人、持分あり医療法人等を除く。）が、都道府県知事の認可を受けて実施する分割
に関する規定を整備。

（３） 社会医療法人の認定等に関する事項 （施行日：平成28年９月１日）

○ 二以上の都道府県において病院及び診療所を開設している場合であって、医療の提供が一体的に行われていて、厚
生労働省令で定める基準（隣接市町村にある、両県の医療計画に県境域の記載がある等）に適合するものについては、
全ての都道府県知事ではなく、当該病院の所在地の都道府県知事だけで認定可能。

○ 社会医療法人の認定を取り消された医療法人であって一定の要件（同族性を排除している、医療計画に記載がある
等）に該当するものは、救急医療等確保事業に係る業務の継続的な実施に関する計画を作成し、都道府県知事の認定
を受けたときは収益業務を継続して実施可能。
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○ 医療法の一部を改正する法律（改正医療法）の概要

医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携を推進するため、地域医療連携推進法人の認
定制度を創設するとともに、医療法人について、貸借対照表等に係る公認会計士等による監査、
公告等に係る規定及び分割に係る規定を整備する等の措置を講ずる。

○ スケジュール

・ 平成２７年４月３日 ・・・改正医療法案 閣議決定・国会提出

・ 平成２７年夏 ・・・国会審議

・ 平成２７年９月１６日 ・・・改正医療法 成立

・ 平成２７年９月２８日 ・・・改正医療法 公布

・ 平成２８年３月２５日に関係政省令公布、９月１日施行
・・・改正医療法 第１段階施行（医療法人制度の見直し関係）

・ 平成２８年１０月～１２月に関係政省令公布、平成２９年４月２日施行
・・・改正医療法 第２段階施行

（地域医療連携推進法人制度の創設等関係）
※外部監査等については、平成２８年４月に省令公布、平成２９年４月以降に始まる会計年度において施行・適用

医療法の一部を改正する法律の施行スケジュールについて
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○ 統一的な医療連携推進方針（病院等の連携推進の方針）の決定
○ 医療連携推進業務等の実施

診療科（病床）再編（病床特例の適用）、医師等の共同研修、医薬品等の共同購入、資金貸付
（基金造成含む）、関連事業者への出資等
医師の配置換え、救急患者受入ルールの策定、訪問看護等による在宅生活支援等

○ 参加法人の統括（予算・事業計画等へ意見を述べる）

※ 社員は各一個の議決権。ただし、不当に差別的な取扱いをしないこと等を条件に、定款で別段の

定めをすることが可能。

地域医療連携推進法人

医療法人Ａ 医療法人Ｂ
その他の

非営利法人Ｄ

地域医療連携推進法人制度について（概要）

病院 病院 介護事業等

参画（社員） 参画（社員）参画（社員）

医療法人Ｃ

診療所

参画（社員）

参加法人（非営利法人に限る）

都
道
府
県
知
事

都
道
府
県
医
療
審
議
会

認
可
・監
督

意
見
具
申

医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携を推進し、地域医療構想を達成するための一つの選択肢として、地域医療連携
推進法人の認定制度を創設する。これにより競争よりも協調を進め、地域において質が高く効率的な医療提供体制を確保。

※一般社団法人のうち医療法上の非営利性の確保等の基準を満たすものを認定

・グループ病院の特長を活かして、地域医療・地域包括ケアを推進
・グループ病院の一体的経営により、経営効率を向上

参考

社員総会 地域医療連携推進評議会

意見具申

（社員総会はその意見を尊重）
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医療法人の分割の規定の整備

○ 趣旨
医療法人において、合併と同様の手続を、分割についても整備。（第60条～第61条の６）

○ 具体的内容
医療法人の病院事業等に関する権利義務を
①新設分割：新しく設立する医療法人に承継させること。
②吸収分割：既存の他の医療法人に承継させること。

①新設分割

（
分
割
前
）

（
分
割
後
）

A医療法人 B医療法人（新設）

A医療法人

②吸収分割

A医療法人

（
分
割
前
）

A医療法人

（
分
割
後
）

B医療法人

B医療法人（既存）

※ 分割制度の対象とならない医療法人：社会医療法人、特定医療法人、持分あり医療法人等

新設のB法人
が承継 既存のB法人

が承継

２８年９月
施行

※法人税法上の適格分割（共同事業）となるためには、複数の医療法人に
よる共同の新設分割である必要がある。
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社会医療法⼈の認定取消しに係る⼀括課税の⾒直し （法⼈税、法⼈住⺠税、事業税）

１．大綱の概要

２．制度の内容

○ 地域における医療確保の観点から、平成27年に成⽴した改正医療法においては、周辺環境の変化など法⼈の責めに帰することがで
きない事由（天災、⼈⼝減少等）により実績要件を満たせなくなり、社会医療法⼈（※）の認定を取り消された医療法⼈であっても、
公的な法⼈運営などに関する要件を満たした上で、救急医療等確保事業に係る業務の継続的な実施に関する計画（実施計画）を作成
し、都道府県知事の認定を受けた場合には、引き続き収益業務を実施できる制度を創設した。
（※社会医療法⼈とは、救急医療等確保事業（救急医療、災害医療、へき地医療、周産期医療⼜は⼩児救急医療）を⾏う医療法⼈であり、法⼈税・固定資産税等が⾮課税）

○ 現状、社会医療法⼈の認定が取り消された場合には、それまでの所得の累積額（収益事業を除く）が取消年度の益⾦に⼀括して算
⼊されるが、上記実施計画について知事の認定を受けた医療法⼈については、それまでの所得の累積額から、実施計画に記載された
救急医療等確保事業に係る業務の実施に必要な施設及び設備の整備（※）に係る取得価額の⾒積額の合計額を控除できる措置を講ず
る。（公益認定法⼈と同様の仕組み） （※処置室・⼿術室等の新設・改築、MRI・CT等機器設備、救急⾃動⾞の更新・購⼊ 等）

■救急医療等確保事業に係る業務の継続的な実施に関する計画について（都道府県知事が認定）

○計画期間：12年以内（特別の事情がある場合には、18年以内）
○医療法⼈が備えるべき主な要件（実績要件以外は社会医療法⼈と同じ要件）：
・救急医療、災害医療、へき地医療、周産期医療⼜は⼩児救急医療の医療連携体制を担う医療機関として医療計画に記載
・役員等についての同族性が排除されていること（１/３要件）
・理事等に対する報酬について、⽀給の基準を定め、公開していること
・社会保険診療に係る収⼊⾦額が全収⼊⾦額の８割を超えること
・法⼈解散時の残余財産が国、地⽅公共団体⼜は他の社会医療法⼈に帰属すること 等

社会医療法⼈の認定を取り消された医療法⼈が、救急医療等確保事業に係る業務の
継続的な実施に関する計画が適当である旨の都道府県知事の認定を受けた場合には、
課税対象となる累積所得⾦額からその計画に記載された救急医療等確保事業に係る業
務の実施に必要な施設及び設備の取得価額の⾒積額の合計額を控除できる措置を講ず
ること等により、課税を繰り延べることとする。

《H28.9施行》

6

複数の都道府県において病院又は診療所を開設している医療法人が社会医療法人の認定を受けるためには、救急医療等確
保事業に関する要件を、病院・診療所を開設する全ての都道府県で満たすことが必要。

今回の改正では、一つの都道府県にある基幹的な病院と、隣接する都道府県にある診療所において、医療の提供が一体的に
行われているものとして厚生労働省令で定める基準を満たしている場合には、救急医療等確保事業に関する要件を病院の所在
地の都道府県で満たしていれば、病院が所在しない診療所の所在地で救急医療等確保事業に関する要件を満たしていなくても、
社会医療法人として認定できることとした。（法第42条の２第１項第４号ロ）

社会医療法人の認定要件の見直し（複数県に医療機関を開設している医療法人）

Ａ県の病院が救急医療等確保事業を実施するとともに、Ｂ
県の診療所と医療の提供を一体的に行っている場合、社会
医療法人としての認定ができることとした。

全ての都道府県で救急医療等確保事業に関する要件を
満たす医療機関を開設していることが必要である。

救急医療等確
保事業○

救急医療等確
保事業○

救急医療等確
保事業○

※「一体的」の基準（省令）

○病院及び診療所のそれぞれの所在地県の医療計画で県境域に関する事項を定めている
○法人が開設する全ての病院等が、病院所在地の二次医療圏及びその隣接市町村に所在
○法人が開設する全ての病院等が相互に近接している
○当該病院が、当該診療所の医療提供において基幹的な役割を担っている

一体的

B県

《H28.9施行》

Ａ県Ａ県 B県
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